
１　職員の任免及び職員に関する状況
（特別職、再任用職員(短時間)、臨時・非常勤職員を除く。）

（１）職員の採用・退職の状況

（２）職位別任用状況（令和６年４月１日現在）

(注)　職員数は定員管理調査における一般行政関係職員を示す。　

（３）部門別職員数の状況

※１　職員数は一般職に属する職員数である。

令和６年度　田村市人事行政の運営等の状況

  田村市職員の給与、職員数及び勤務条件などの人事行政の運営等の状況についてお知らせ
します。

区　　分 人　数
一般職員 再任用職員

令和５年４月１日現在職員数 ３５５ ３３８ １７
退職者数（R5.4.1 ～ R6.3.31） １５ ９ ６
採用者数（R5.4.2 ～ R6.4.1） １５ １５ ０
令和６年４月１日現在職員数 ３５５ ３４４ １１

増　減　数 ０ ６ △ ６

級（職名） 男　性 女　性 計
 部長相当職 ８ ０ ８
 課長相当職 ２３ ６ ２９
 課長補佐相当職 ２４ １０ ３４
 係長相当職 ５６ ４８ １０４

計 １１１ ６４ １７５

（各年４月１日現在）
　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
令和４年 令和5年 令和6年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 5 5 5

税　　務 15

0  
総　　務 92 93 91 △ 2  業務体制の見直しによる減

16 16 0  
民　　生 62 57 61 4  業務体制の見直しによる増

衛　　生 27 34 31 △ 3  業務体制の見直しによる減

労　　働

農林水産 33 33 33 0  
商　　工 15 15 16 1  業務体制の見直しによる増

土　　木 27 26 27 1  業務体制の見直しによる増

計 276 279 280 1  

教育部門 45 46 45 △ 1  業務体制の見直しによる減

消防部門

小　計 321 325 325 0  

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

下 水 道 4 4 4 0  

水　　道 7 6 6

そ の 他 20 20 20 0  
0  

小　計 31 30 30 0  

合　　計

[                 ］[                 ］[                 ］

352 355 355 0  
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（４）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）

２　職員の給与の状況

（１）総括

ア　人件費の状況（普通会計決算）

イ　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、各年４月１日現在の人数である。

ウ　 ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
２  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

2 16 20 35 46 31 23 42 64 38 23 15 355

構成比
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

0.6 4.5 5.6 9.9 13.0 8.7 6.5 11.8 18.0 10.7 6.5 4.2 100.0

区　分
住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率

（各年度末） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

人　 千円 千円 千円 ％

３年度 34,694 26,277,126  1,080,981  3,079,382  11.7

４年度 33,963 25,316,084  1,207,803  2,932,122  11.6

５年度 33,295 28,623,971  1,082,208  3,149,053  11.0

区　分 職員数 A
給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　B 給与費 B/A

1,840,775 5,561

人 千円 千円　　　　　千円 千円 千円

３年度 331 1,177,585 206,817 456,373

４年度 321 1,145,407 200,796 434,998 1,781,201 5,549

５年度 325 1,168,153 182,078 475,946 1,826,177 5,619

(R3.4.1)

96.7 

(R3.4.1)

97.5 

(R3.4.1)

98.8 

(R4.4.1)

96.3 

(R4.4.1)

97.3 

(R4.4.1)

98.7 

(R5.4.1)

96.2 

(R5.4.1)

97.1 

(R5.4.1)

98.6 

94.5

95.0

95.5

96.0

96.5

97.0

97.5

98.0

98.5

99.0

田村市 類似団体平均 全国市平均
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（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア  職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

(A) (B)

　 「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等 のすべて

の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　

　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当

が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している

ものではない。

イ  職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円

円

ウ  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

(注）「－」は在職職員がいない、又は３人以下であることを示す。

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
(国比較ベース)

田村市 42.9 304,609 345,942 331,167

福島県 43.0 326,000 408,547 356,848

国 42.4 322,487 404,015 -

類似団体 41.9 311,083 366,040 335,141

区　　分

公務員 民間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額 対応する民間

の類似業種
平均年齢

平均給与月額
A/B

(国比較ベース)

田村市 52.6歳 1人 266,780円 282,540円 275,863円 － － － －

うち自動車運転手 － － － － － － － － －

うち用務員 63.0歳 1人 198,200円 212,800円 198,200円 用務員 49.1歳 241,700円 0.88

うち調理士 － － － － － － － － －

福島県 54.8歳 44人 314,500円 352,351円 326,259円 － － － －

国 51.2歳 1,941人 286,942円 329,178円 － － － － －

類似団体 51.7歳 9人 308,660円 332,070円 321,379円 － － － －

（注）１

２

３

区　　　　　分 田　村　市 福　島　県 国

一般行政職 大　学　卒 200,500 207,100 235,440
高　校　卒 169,900 174,400 166,600

技能労務職 高　校　卒 172,800 － －
中　学　卒 154,600 － －

区　　　　分
経験年数１０年以上 経験年数１５年以上 経験年数２０年以上 経験年数２５年以上

１５年未満 ２０年未満 ２５年未満 ３０年未満

一般行政職 大　学　卒 269,200 305,000 340,500 371,300
高　校　卒 237,600 276,500 300,600 351,700

技能労務職 高　校　卒 － － － －
中　学　卒 － － － －
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（３）一般行政職の級別職員数等の状況

ア  一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在）

（注）１　田村市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

イ  昇給期間短縮の状況

該当なし

（４）　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（４年度支給割合） （４年度支給割合） （４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（５年度支給割合） （５年度支給割合） （５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算　５～１５％ 役職加算、管理職加算　　５～２５％ 役職加算、管理職加算　　５～２５％

区　分 標準的な職務内容
５年４月１日現在 ６年４月１日現在

職員数 構成比 職員数 構成比

７級 部長
人 ％ 人 ％

7 2.7 7 2.6

６級 行政局長、課長
人 ％ 人 ％

4 1.5 4 1.5

５級 課長、主幹
人 ％ 人 ％

21 8.0 21 7.9

４級 主幹、課長補佐、主任主査
人 ％ 人 ％

35 13.3 34 12.8

３級 係長、主査
人 ％ 人 ％

99 37.6 104 39.1

２級 副主査
人 ％ 人 ％

45 17.1 52 19.5
％ 人 ％

52 19.8 44 16.5

田　　　　　村　　　　　市 福　　　　　島　　　　　県 国

１人当たり平均支給額（４年度） １人当たり平均支給額（４年度） －

１級 主事
人

1,387 千円 － 千円

１人当たり平均支給額（５年度） １人当たり平均支給額（５年度） －
1,430 千円 － 千円

2.40 月分 1.95 月分 2.40 月分 1.95 月分 2.40 月分 2.00 月分

2.45 月分 2.00 月分 2.45 月分 2.00 月分 2.45 月分 2.05 月分

１級

16.5%

１級

19.8%

１級

22.4%

２級

19.5%

２級

17.1%
２級

10.1%

３級

39.1%

３級

37.6%

３級

38.5%

４級

12.8%

４級

13.3%
４級

15.0%

５級

7.9%

５級

8.0%

５級

6.6%

６級

1.5%

６級

1.5%
６級

4.9%

７級

2.6%

７級

2.7%

７級

2.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和６年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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イ　退職手当（令和６年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 （支給率）　 自己都合

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　制度なし　） （退職時特別昇給　　制度なし　）

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、各年度に退職した職員に支給された平均額である。
　　　２　退職手当の支給率は福島県市町村総合事務組合「市町村職員の退職手当に関する条例」で定められている。

ウ  地域手当・特殊勤務手当
該当なし

エ  時間外勤務手当

（注）　正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給する。
　　　　※　平均支給年額＝普通会計決算額÷普通会計職員数

オ  その他の手当（令和５年度決算）

田　　　　　　　　　村　　　　　　　　　市 福　　　　　　　　　　島　　　　　　　　　県

勧奨・定年 勧奨・定年

勤続 ２０年 19.6695月分 24.586875月分 勤続 ２０年 19.6695月分 24.586875月分

勤続 ２５年 28.0395月分 33.27075月分 勤続 ２５年 28.0395月分 33.27075月分

勤続 ３５年 39.7575月分 47.709月分 勤続 ３５年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日 　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日

の給料月額に２～２０％を加算 の給料月額に２～２０％を加算

１人当たり平均支給額(４年度) 6,386千円 18,565千円 １人当たり平均支給額(４年度) 5,147千円 22,290千円

１人当たり平均支給額(５年度) 9,238千円 12,515千円 １人当たり平均支給額(５年度) 7,003千円 22,355千円

３年度実績 ４年度実績 ５年度実績

支 給 実 績 81,027 千円 72,677 千円 45,062 千円

職員１人当たり平均支給年額 245 千円 226 千円 139 千円

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （5年度決算） 平均支給年額

普通会計 （5年度決算）

扶養手当

配偶者　　　　　　　　　 　6,500円
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある孫　　　　　　 　6,500円
60歳以上の父母及び祖父母　 6,500円
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある弟妹　　　　　　 6,500円
重度心身障害者　　　　　　 6,500円
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある子        10,000円
※満16歳の年度始めから満22歳の年度末ま
での子の場合5,000円加算

同じ

千円 千円

35,828 247

住居手当

自ら居住するための住宅を借り受け現
に当該住宅に居住し、下記の月額を超
える家賃を払っている職員に支給
＊家賃20,500円以下
　　20,500円以下－9,500円
＊家賃20,500円を超え54,500円未満
（家賃－20,500円）×1/2＋11,000円
＊家賃54,500円以上
　54,500円以上－28,000円
　　　　　　　　　（28,000円限度）

異なる

家賃金額区分が異
なる

千円 千円

17,622 294

630

通勤手当

交通機関利用者
　63,000円を限度として支給
交通用具利用者
　通勤距離に応じ
　2,000円～50,400円の間で支給

異なる
使用距離区分 千円 千円

31,058 128

千円

16,362 58

管理職手当

部長及び相当職　　　 　60,000 円
課長　　　　　　　     45,000 円
困難な業務を行う主幹   38,000 円
主幹                   30,000 円
診療所長・歯科診療所長
　　　　　　　　　    120,000 円

異なる

　
その勤務箇所・給
料表・職務の級に
応じて支給

千円 千円

23,940

寒冷地手当

基準日（毎年11月から翌年3月までの各
月の初日）における職員の世帯等の区
分に応じた定額
・世帯主で扶養親族　有　17,800円
・世帯主で扶養親族　無　10,200円
・そ　の　他　　　　　　 7,360円

同じ

千円
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（５）　特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

月分

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注）　 1　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。 

２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期勤めた場合における  

退職手当の見込額である。           

（６）　公営企業職員の状況

　水道事業

  　① 職員給与費の状況

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、各年４月１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和５年４月１日現在）

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における職員の基本給の平均である。

      ２　「平均月収額」には、期末・勤勉手当を含む。　　　 

副 市 長 728,000

報

酬

議 長 420,000

区 分 給 料 月 額 等

給

料

市 長 920,000

議 員 350,000

教 育 長 670,000

議 長 　　（５年度支給割合）

副 議 長

副 議 長 369,000

市 長 　　（５年度支給割合）

副 市 長 ３.３５

教 育 長

３.３５

議 員

退
職
手
当

市 長  給料月額×在職月数×48/100

教 育 長  給料月額×在職月数×20/100

期
末
手
当

21,196,800 円 退職した日から１月以内

副 市 長  給料月額×在職月数×29/100 10,133,760 円 退職した日から１月以内

4,824,000 円 退職した日から１月以内

備　　　　考

区　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

実質収支 職員給与費比率

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ

千円　 千円　 千円　 ％

４年度 589,494 32,539 44,653 7.6

５年度 578,088 28,580 41,618 7.2

区　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当　　計　Ｂ 給与費 B/A

人 千円 千円 千円 千円

４年度 7 25,101 3,242 9,170 37,513

7 23,484 2,911 8,378 34,773

千円

5,359

4,968

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 平均給料月額 平均月収額

田 村 市 46.1 309,333 446,583

５年度
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③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（４年度支給割合） （４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（５年度支給割合） （５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算 ５～１５％ 役職加算 ５～１５％

イ　退職手当（令和６年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 （支給率） 自己都合

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　制度なし　） （退職時特別昇給　　制度なし　）
千円 千円

千円 千円

（注）令和４年度・５年度ともに退職した職員はいない。

ウ　時間外勤務手当

エ　その他の手当

　公共下水道事業

  　① 職員給与費の状況

田　　　村　　　市 田村市（普通会計）

１人当たり平均支給額（４年度） １人当たり平均支給額（４年度）

1,310 千円 1,387 千円

１人当たり平均支給額（５年度） １人当たり平均支給額（５年度）

1,197 千円 1,430 千円

2.40 月分 1.95 月分 2.40 月分 1.95 月分

2.45 月分 2.00 月分 2.45 月分 2.00 月分

田　　　　　　　　　村　　　　　　　　　市 田村市（普通会計）

勧奨・定年 勧奨・定年

勤続 ２０年 19.6695月分 24.586875月分 勤続 ２０年 19.6695月分 24.586875月分

勤続 ２５年 28.0395月分 33.27075月分 勤続 ２５年 28.0395月分 33.27075月分

勤続 ３５年 39.7575月分 47.709月分 勤続 ３５年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日 　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日

の給料月額に２～２０％を加算 の給料月額に２～２０％を加算

１人当たり平均支給額(４年度) － － １人当たり平均支給額(４年度) 6,386千円 18,565千円

１人当たり平均支給額(５年度) － － １人当たり平均支給額(５年度) 9,238千円 12,515千円

４年度実績 ５年度実績

支 給 実 績 637 千円 819 千円

職員１人当たり平均支給年額 91 千円 117 千円

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （５年度決算） 平均支給年額

（５年度決算）

扶 養 手 当 654 千円 93 千円

住 居 手 当

田村市一般職に準ずる

0 千円 0 千円

通 勤 手 当 559 千円 80

千円

千円

管理職手当 540 千円 77 千円

職員給与費比率

寒冷地手当 339 千円 48

千円　 ％

区　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

実質収支

14,684 2.5

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ

千円　 千円　

４年度 587,950 7,052 14,581 2.5

５年度 592,192 9,724
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（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、各年４月１日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和５年４月１日現在）

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における職員の基本給の平均である。

      ２　「平均月収額」には、期末・勤勉手当を含む。　　　 

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（４年度支給割合） （４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（５年度支給割合） （５年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算 ５～１５％ 役職加算 ５～１５％

イ　退職手当（令和６年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 （支給率） 自己都合

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　制度なし　） （退職時特別昇給　　制度なし　）
千円 千円

千円 千円

（注）令和４年度・５年度ともに退職した職員はいない。

ウ　時間外勤務手当

エ　その他の手当

期末・勤勉手当　　計　Ｂ

千円 千円

区　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　Ａ 給　 料 職員手当

14,355 1,753 5,578 21,686

給与費 B/A

人 千円 千円 千円

5,422

５年度 4 16,046 2,877 6,381 25,304 6,326

４年度 4

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 平均給料月額 平均月収額

田 村 市 41.3 311,750 451,792

田　　　村　　　市 田村市（普通会計）

１人当たり平均支給額（４年度） １人当たり平均支給額（４年度）

1,395 千円 1,387 千円

１人当たり平均支給額（５年度） １人当たり平均支給額（５年度）

1,595 千円 1,430 千円

2.40 月分 1.95 月分 2.40 月分 1.95 月分

2.45 月分 2.00 月分 2.45 月分 2.00 月分

田　　　　　　　　　村　　　　　　　　　市 田村市（普通会計）

勧奨・定年 勧奨・定年

勤続 ２０年 19.6695月分 24.586875月分 勤続 ２０年 19.6695月分 24.586875月分

勤続 ２５年 28.0395月分 33.27075月分 勤続 ２５年 28.0395月分 33.27075月分

勤続 ３５年 39.7575月分 47.709月分 勤続 ３５年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日 　勤続２５年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ退職日

の給料月額に２～２０％を加算 の給料月額に２～２０％を加算

１人当たり平均支給額(４年度) － － １人当たり平均支給額(４年度) 6,386千円 18,565千円

１人当たり平均支給額(５年度) － － １人当たり平均支給額(５年度) 9,238千円 12,515千円

４年度実績 ５年度実績

支 給 実 績 295 千円 1,003 千円

職員１人当たり平均支給年額 74 千円 251 千円

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （5年度決算） 平均支給年額

（5年度決算）

扶 養 手 当 780 千円 195 千円

住 居 手 当

田村市一般職に準ずる

336 千円 84 千円

通 勤 手 当 506 千円 127 千円

管理職手当 0 千円 0 千円

寒冷地手当 252 千円 63 千円
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３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の状況（令和６年４月１日現在）

※

（２）年次休暇の状況（令和５年１月１日～令和５年１２月３１日）

（注） 「勤務条件等に関する調査」に基づき作成。

（３）病気休暇及び特別休暇の状況

　　

1 産前産後休暇

2 配偶者の出産休暇

3 育児参加休暇

4 妊娠障害休暇

5 育児休暇（保育時間の場合）

6 子育て休暇

7 生理休暇

9 ボランティア休暇

10 結婚休暇

11 父母の祭日

12 骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供の休暇

13 選挙権等の権利行使のための休暇

14 証人等として官公署へ出頭するための休暇

16 風水震火災等による交通の遮断を事由とする休暇

17 風水震火災等による職員の住居の滅失等を事由とする休暇

18 交通機関の事故等を事由とする休暇

21 介護休暇

22 不妊治療休暇

１週間の勤務時間 開 始 時 刻 終 了 時 刻 休 憩 時 間 週　休　日

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分
午後０時から
午後１時まで

土曜日
日曜日

　本庁の窓口業務については、勤務時間の割り振りの変更により、木曜日は午後６時３０分まで、日曜日は午前８

時３０分から午後０時３０分まで、上表とは異なる勤務形態をとっている。（祝日は除く。）

　また、文化センター、図書館では土・日開館、保育所及びこども園では延長保育の実施、都路診療所や老人

憩いの家針湯荘等では上表とは異なる勤務形態をとっている。

総付与日数 総使用日数 対象職員数 平均取得日数 取 得 率
Ａ Ｂ Ｃ Ｂ／Ｃ Ｂ／Ａ

13,440 4,592 348 13.2 34.2%

　年次有給休暇は、１年ごとに２０日（中途採用者は別に規則で定める日）付与されており、２０日を超えない範囲内

の残日数は、翌年に繰り越すことができることになっている。

　病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない
場合に認められる有給休暇です。
　特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤務しな
いことが相当である場合として規則で定められている有給休暇です。
　令和５年４月現在で定められている特別休暇は、次のとおりです。

種　　　　　　　　類 付　与　日　数

産前８週間以内・産後８週間以内

２日以内

産前産後８週間以に５日以内

１妊娠期間に１４日以内

１日２回各４５分以内

年７日(子が２人以上の場合は10日)以内

その都度２日以内

8 忌引休暇
配偶者１０日以内、血族父母７日以内、血族祖父
母３日以内

年５日以内

連続する５日以内

その都度１日以内

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

15
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律の規定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇

必要と認められる期間

必要と認められる期間

１週間の範囲内で必要と認められる期間

必要と認められる期間

19
 風水震火災等による職員の通勤途上における身体の危険
の回避を事由とする休暇

必要と認められる期間

20
家庭生活の充実等のための休暇
アまたはイのいずれか

ア　夏季休暇　　５日以内(７月から９月までの間)

イ　リフレッシュ休暇　　年連続する５日

年５日(要介護者が２人以上の場合は１０日)以内

年５日(体外受精等の場合１０日)以内
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（４）育児休業等の利用状況

　
　

　　

（５）介護休暇等の取得状況

４　職員の分限及び懲戒処分の状況

５　職員の服務の状況

（１）職員の守るべき義務の概要

　育児休業及び部分休業は、いずれも職員が３歳に満たない子を養育するため、当該子が３
歳に達する日まで取得することができるものであり、このうち部分休業は、勤務時間の始め
又は終わりに１日を通じて２時間を超えない範囲内で取得できるものです。
　なお、育児休業の場合は休業中、部分休業の場合は勤務しない時間が無給となります。
　令和５年度の取得状況は、次のとおりです。

育児休業取得者数 部分休業取得者数 計
男　性　職　員 １人 ０人 １人
女　性　職　員 １１人 ５人 １６人

計 １２人 ５人 １７人

　介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢のため、当
該配偶者等を介護することが相当である場合に６月の期間内で認められる休暇で、勤務しな
い時間は無給となります。
　令和５年度の取得状況は、次のとおりです。

介護休業取得者数 部分休業取得者数 計
男　性　職　員 ２人 ０人 ２人
女　性　職　員 ４人 ０人 ４人

計 ６人 ０人 ６人

処分の種類 処分者数 内　　　　　　　　　　　　　　容

分限処分
免　職 ０人 　公務能率の維持向上を目的として行われる不利益処分で、勤務成績が良

くない場合、心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合、職務に必要
な適格性を欠く場合等の際に、職員に対して行われる処分です。

降　任 ０人
休　職 １人

懲戒処分

免　職 ０人 　職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩序維持を図ることを目的
にした制裁的な処分で、地方公務員法又は条例、規則、規程に違反した場
合、職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、全体の奉仕者にふさわ
しくない非行があった場合等の際に、職員に対し行われる不利益処分です。

停　職 ０人
減　給 ０人
戒　告 １人

　地方公務員法第３０条では、すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職
務遂行にあたっては全力でこれに専念しなければならないこととされています。この服務の基本原則を
忠実に実行するため、次のように職員には様々な義務や制限が課せられています。

区　　　　分 内　　　　　　　　　容 違反者数

命令に従う義務 職員は、法令に従い、かつ、上司の命令に従わなければならな
い。

０人
（地公法第32条）
信用失墜行為の禁止 職員は、職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行

為をしてはならない。
０人

（地公法第33条）
秘密を守る義務 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。
０人

（地公法第34条）
職務に専念する義務 職員は、勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、職務にのみ

専念しなければならない。
０人

（地公法第35条）
政治的行為の制限

職員は、政治活動等に関与してはならない。 ０人
（地公法第36条）
争議行為の禁止

職員はストライキ等をしてはならない。 ０人
（地公法第37条）

営利企業等への従事制限
（地公法第38条）

職員は、許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団体
の役員等を兼ね、若しくは自ら私企業を営み、又は報酬を得ていかな
る事業若しくは事務にも従事してはならない。

０人
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（２）職務専念義務の免除の状況

　　

　

６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

　令和５年度の職員研修の実施状況は、次のとおりです。

　職員の人事評価の状況

７　公平委員会の状況

（１）公平委員会の事務の委託

　
　
　　

（２）公平委員会の権限

公平委員会の権限は地方公務員法第８条第２項に定められています。
主な内容は次のとおりです。

ア
　　

該当なし

イ

該当なし

ウ
該当なし

　職務に専念する義務の特例に関する条例等により、厚生に関する計画の実施に参加する場
合等に、任命権者の承認を得て職務専念義務が免除されることがあります。
　令和５年度には、研修の受講、厚生事業の一環としての人間ドック、健康診断（再検査含
む）の受診、消防団員の消防活動等が承認されました。

研　　　　修　　　　先 研　　　修　　　名 人　数 備　　考

ふくしま自治研修センター 新規採用職員研修ほか ５２人 

東北自治研修所（宮城県） 管理者研修 １１人 

市町村アカデミー（千葉県） 専門実務課程 ７人 

国際文化アカデミー 政策・実務研修 ５人 

部門・分野別研修 民間研修施設等 ３２人 

災害派遣、その他研修 被災自治体、先進自治体等 ２３人 

講師招聘研修 職員研修ほか ５６５人 

　人事評価制度は、職員が自己の目標を設定する仕組みや評価基準を明確化することにより、業績や
意識・姿勢、能力等の評価を通して職員の意欲・能力を向上させ、組織の目標・計画の確実な実現を
図ることを目的としています。
　本市では、平成２４年度から導入を進め、翌平成２５年度に本格導入をした後、管理監督職を対象と
した評価者訓練を継続して実施するなど、制度の定着、向上に努めています。
　平成２７年度からは人事評価結果の処遇への反映（賞与）を段階的に進めており、今後も人事評価を
任用、給与、分限その他の人事管理の基礎としての活用に努めます。

　地方公務員法第７条第３項の規定により、市は公平委員会を置くこととされています。た

だし、同法第７条第４項の規定では、他の地方公共団体の人事委員会に委託してその事務を

処理させることができることから、田村市では、公平委員会の事務を福島県人事委員会に委

託しています。

　なお、毎年７月末までに前年度の業務の状況の報告を県人事委員会から受けることとして

います。

　職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置

を執ること。

　職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。

　人事行政に関すること。
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８　職員の福祉

（１）職員の福利厚生の実施状況

　

ア 　市が行う福利厚生

　生活習慣病の定期健診やストレスチェックを実施しています。

イ 　職員互助会「田村市職員互助会」の給付事業（会費で運営）

　　

（２）公務災害等の状況

　
　　

　人間ドック助成、冠婚葬祭・傷病・出産の共済金支給、永年勤続・退職の記念品贈呈、福利厚生
事業等に対する助成を行っています。

　常勤職員が、公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた
災害を補償し、及び必要な福祉事業を行い、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の
向上に寄与することを目的とする制度です。
　令和５年度の発生件数は、公務災害３件でした。

　地方公共団体は、地方公務員法により、職員の福利厚生の計画を樹立し、実施することが

義務づけられております。
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